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Ｇ
Ｍ
課
税
に
係
る
国
際
合
意
を
踏
ま
え

た
措
置
、閣
議
決
定
─
財
務
省・総
務
省

税
　
　
務

去
る
１
月
23
日
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
係
る
国
際
合
意
を

踏
ま
え
た
措
置
」
が
閣
議
決
定
さ
れ

た
。公

表
の
経
緯

米
国
は
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム（
Ｇ

Ｍ
）
課
税
の
導
入
に
反
対
の
姿
勢
を

取
っ
て
お
り
、
２
０
２
５
年
６
月
に

Ｇ
７
は
Ｇ
Ｍ
課
税
（
第
２
の
柱
）
に

関
し
、
米
国
企
業
を
例
外
的
に
取
り

扱
う
こ
と
等
に
つ
い
て
合
意
し
た
声

明
を
発
出
し
て
い
た
。
こ
の
声
明
を

受
け
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
国
際
課
税

シ
ス
テ
ム
の
安
定
化
等
の
観
点
か
ら
、

Ｇ
Ｍ
課
税
と
、
独
自
の
ミ
ニ
マ
ム
課

税
制
度
を
有
す
る
米
国
を
含
む
一
定

の
要
件
を
満
た
す
国
の
制
度
と
の
共

存
等
に
つ
い
て
、交
渉
を
行
っ
て
お
り
、

１
月
５
日
に
合
意
が
成
立
し
た
。

当
該
合
意
に
の
っ
と
り
、
令
和
８

年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
わ
が
国

制
度
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る

も
の
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

各
対
象
会
計
年
度
の
国
際
最
低
課

税
額
に
対
す
る
法
人
税
（
Ｉ
Ｉ
Ｒ
）

⑴　
適
用
免
除
基
準
の
創
設

特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
の

最
終
親
会
社
等
が
、
そ
の
国
ま
た
は

地
域
（
国
等
）
の
租
税
に
関
す
る
法

令
（
２
０
２
９
年
１
月
１
日
前
に
制

定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
）
に
お
い

て
、
20
％
以
上
の
税
率
に
よ
り
会
社

等
の
所
得
に
対
す
る
租
税
を
課
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
、
一
定

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
国
際
的

に
認
め
ら
れ
る
国
等
と
し
て
財
務
大

臣
が
指
定
す
る
国
等
を
所
在
地
国
と

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
特
定
多
国
籍

企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
属
す
る
構
成
会

社
等
に
係
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課

税
額
お
よ
び
そ
の
特
定
多
国
籍
企
業

グ
ル
ー
プ
等
に
係
る
共
同
支
配
会
社

等
に
係
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税

額
を
ゼ
ロ
と
す
る
適
用
免
除
基
準
を

設
け
る
。

こ
の
改
正
は
、
２
０
２
６
年
１
月

１
日
以
後
に
開
始
す
る
対
象
会
計
年

度
か
ら
適
用
す
る
。

⑵　
移
行
期
間
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
セ
ー
フ・

ハ
ー
バ
ー
の
延
長

一
定
の
国
別
報
告
事
項
に
お
け
る

記
載
事
項
等
を
用
い
た
経
過
的
な
適

用
免
除
基
準
（
移
行
期
間
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ

セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
）
の
適
用
期
限

（
現
行
：
２
０
２
６
年
12
月
31
日
）

を
２
０
２
７
年
12
月
31
日
ま
で
１
年

延
長
す
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｉ
Ｒ
に
係
る

一
定
の
移
行
期
間
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
セ
ー

フ
・
ハ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
も
同
様
の

見
直
し
を
行
う
。

⑶　
調
整
後
対
象
租
税
額
の
加
算
特

例
の
創
設

一
定
の
税
額
控
除
制
度
等
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
金
額

の
う
ち
、
一
定
の
金
額
（
原
則
と
し

て
、
一
定
の
従
業
員
の
給
与
等
の
額

の
合
計
額
に
５
・
５
％
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
と
一
定
の
有
形
資
産
に

係
る
減
価
償
却
費
の
合
計
額
に
５
・

５
％
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
の

い
ず
れ
か
多
い
金
額
を
按
分
し
た
金

額
を
上
限
）
を
調
整
後
対
象
租
税
額

に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
例
を

設
け
る
。

こ
の
改
正
は
、
２
０
２
６
年
１
月

１
日
以
後
に
開
始
す
る
対
象
会
計
年

度
か
ら
適
用
す
る
。

各
対
象
会
計
年
度
の
国
際
最
低
課

税
残
余
額
に
対
す
る
法
人
税

（
Ｕ
Ｔ
Ｐ
Ｒ
）

特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
の

最
終
親
会
社
等
が
、
そ
の
国
等
の
租

税
に
関
す
る
法
令
（
２
０
２
６
年
１

月
１
日
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た

も
の
に
限
る
）
に
お
い
て
20
％
以
上

の
税
率
に
よ
り
会
社
等
の
所
得
に
対

す
る
租
税
を
課
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
そ
の
他
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
と
国
際
的
に
認
め
ら
れ
る
国

等
と
し
て
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
国

等
を
所
在
地
国
と
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等

の
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
残
余
額

に
は
、
そ
の
最
終
親
会
社
等
の
所
在

地
国
に
係
る
部
分
の
金
額
を
含
ま
な

い
も
の
と
す
る
適
用
免
除
基
準
を
設

け
る
。

地
方
税

法
人
住
民
税
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｉ
Ｒ

等
の
見
直
し
に
関
す
る
国
税
の
取
扱

い
に
準
じ
て
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
。

無
償
割
当
の
排
出
枠
の
認
識
等
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

去
る
２
月
２
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
１
７
５
回
実
務
対
応

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
６
年
２
月
１
日
号

（
№
１
７
６
６
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
排
出
量
取

引
制
度
に
係
る
会
計
上
の
取
扱
い
に

つ
い
て
、
審
議
さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

無
償
割
当
の
排
出
枠
の
認
識
の

要
否制

度
対
象
事
業
者
が
Ｇ
Ｘ
推
進
法

に
基
づ
く
排
出
量
取
引
制
度
の
排
出

枠
を
取
得
す
る
方
法
と
し
て
は
、
制

度
対
象
事
業
者
の
届
出
に
基
づ
く
国

か
ら
の
無
償
で
の
割
当
て
と
、
市
場

取
引
ま
た
は
第
三
者
と
の
取
引
を
通

じ
た
購
入
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
方

法
で
取
得
し
た
排
出
枠
で
あ
っ
て
も

と
も
に
会
計
上
の
資
産
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
制
度
対
象
事
業
者
の

届
出
に
基
づ
き
国
か
ら
無
償
で
割
り

当
て
ら
れ
た
排
出
枠
（
以
下
、「
無

償
割
当
の
排
出
枠
」
と
い
う
）
は
、

制
度
対
象
事
業
者
が
算
定
し
た
割
当

年
度
の
届
出
に
基
づ
き
排
出
枠
の
保

有
義
務
を
充
足
す
る
目
的
で
割
り
当

て
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
法
的
義
務

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
市
場
か
ら
購

入
可
能
な
排
出
枠
と
は
性
質
が
異
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

制
度
対
象
事
業
者
が
無
償
割
当
の

排
出
枠
の
量
を
超
え
て
排
出
を
行
う

部
分
に
つ
い
て
、
前
回
の
専
門
委
員

会
で
提
案
さ
れ
た
経
済
的
資
源
の
流

出
が
生
じ
る
も
の
と
し
て
負
債
（
引

当
金
）
を
認
識
す
る
考
え
方
を
前
提

と
し
た
場
合
、
無
償
割
当
の
排
出
枠

を
、
市
場
取
引
等
を
通
じ
て
購
入
し

た
排
出
枠
（
以
下
、「
購
入
し
た
排

出
枠
」
と
い
う
）
と
同
様
に
資
産
計

上
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
事
務
局
は
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犯
　
意

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

法
学
部
や
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
学
ぶ

判
例
に
「
た
ぬ
き
・
む
じ
な
事
件
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
栃
木
県
上

都
賀
郡
東
大
芦
村
（
現
在
の
鹿
沼
市
）

で
発
生
し
た
狩
猟
法
（
当
時
）
違
反

の
事
件
で
し
た
。

狩
猟
法
と
い
う
法
律
で
「
た
ぬ
き
」

の
捕
獲
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

被
告
人
は
「
む
じ
な
」
だ
と
思
っ
て
捕

獲
し
ま
し
た
。
実
際
に
被
告
人
が
捕

獲
し
た
の
は
、
狩
猟
法
で
禁
止
さ
れ

て
い
る
「
た
ぬ
き
」
で
し
た
。

他
方
、
そ
の
地
域
で
は
、
そ
の
動

物
は
背
中
に
十
文
字
の
白
い
斑
点
が

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
十
文
字
む
じ
な
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
被
告
人
は
、

「
た
ぬ
き
」
と
「
む
じ
な
」
は
ま
っ
た

く
種
類
の
違
う
別
の
動
物
と
認
識
し

て
お
り
、「『
む
じ
な
』
の
捕
獲
は
法

律
違
反
に
な
ら
な
い
」
と
考
え
て
い
た

の
で
す
。

は
た
し
て
、「
む
じ
な
」
だ
と
思
っ

て
捕
獲
し
た
被
告
人
を
有
罪
に
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
。「
同
じ
穴
の
狢（
む

じ
な)

」
の
「
む
じ
な
」
と
い
う
動
物

が
何
を
指
す
か
は
地
域
に
よ
っ
て
違
う

よ
う
で
、
主
に
は
「
ア
ナ
グ
マ
」
を
指

す
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
域
に
よ
っ

て
は
「
た
ぬ
き
」
に
似
た
野
獣
を
区

別
せ
ず
に
「
む
じ
な
」
と
呼
ん
で
い
た

そ
う
で
す
。

【
柳
田
国
男　
「
狸
と
ム
ジ
ナ
」よ
り
】

「
日
本
最
古
の
文
献
に
は
、
ム
ジ

ナ
と
い
う
語
も
あ
れ
ば
タ
ヌ
キ
と
い

う
語
も
あ
る
。」

「
現
在
の
日
本
語
と
し
て
も
、
二

つ
の
名
詞
の
昔
か
ら
あ
っ
た
処
な
ら

ば
、
そ
れ
を
同
じ
も
の
だ
と
い
う
人

は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
。」

「
東
日
本
は
一
帯
に
、
も
と
は
タ

ヌ
キ
と
い
う
語
の
な
い
地
方
だ
っ
た

ら
し
い
。
そ
の
た
め
に
形
と
習
性
と

の
や
や
似
よ
っ
た
二
つ
以
上
の
野
獣

を
、
と
も
に
ム
ジ
ナ
と
呼
ぶ
人
が
、

関
東
な
ど
に
は
多
か
っ
た
（
以
下
、

略
）」

た
し
か
に
、「
た
ぬ
き
」
と
い
う
言

葉
が
な
い
地
域
に
住
む
人
で
あ
れ
ば
、

「『
た
ぬ
き
』
と
い
う
動
物
が
い
る
ら

し
い
」「『
む
じ
な
』
の
捕
獲
な
ら
、

別
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
よ
ね
」
と
考

え
る
人
が
い
て
も
、
お
か
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。

大
審
院
（
今
で
い
う
最
高
裁
）
は
、

次
の
よ
う
に
認
定
し
、
犯
意
が
な
か
っ

た
と
し
て
「
無
罪
」
と
結
論
づ
け
ま

し
た
（
大
判
大
正
14
年
6
月
9
日
）。

当
時
、
一
般
に
「
た
ぬ
き
」
の
ほ

か
に
「
む
じ
な
」
と
い
う
動
物
が
い

る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
両
者
が

同
一
の
動
物
で
あ
る
こ
と
は
専
門
家

以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。

「
罪
を
犯
す
意
思
（
犯
意
）」
が
な

か
っ
た
場
合
は
、
過
失
を
処
罰
す
る

法
律
が
な
い
限
り
、
罰
せ
ら
れ
ま
せ

ん
（
刑
法
38
条
1
項
）。
客
観
的
に
捕

獲
し
た
の
は
「
た
ぬ
き
」
で
し
た
が
、

主
観
的
な
認
識
と
し
て「
む
じ
な（「
た

ぬ
き
」
と
は
別
の
動
物
）」
だ
と
思
っ

て
い
た
の
で
、
犯
意
が
な
い
と
し
て
無

罪
と
な
っ
た
の
で
す
。

他
方
、
比
較
的
近
い
時
期
に
、
狩

猟
法
で
「
む
さ
さ
び
」
の
捕
獲
が
禁

止
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、「
も
ま
」
と

い
う
動
物
だ
と
思
っ
て
捕
獲
し
た
事
件

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
事
件
の
被
告

人
は
、大
審
院
で
有
罪
と
さ
れ
ま
し
た

（
大
正
13
年
4
月
25
日
）。

「
当
時
、
そ
の
地
方
で
は
、『
む
さ

さ
び
』
の
こ
と
を
『
も
ま
』
と
俗
称

し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
、『
む
さ

さ
び
』
を
捕
獲
す
る
認
識
（
犯
意
）

は
あ
っ
た
」
と
判
定
さ
れ
た
の
で
す
。

な
お
、
野
生
の
タ
ヌ
キ
は
、
現
行

の
法
律
（
い
わ
ゆ
る
鳥
獣
保
護
管
理

法
）
に
よ
っ
て
も
、
行
政
の
許
可
な
く

捕
獲
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

（
同
法
8
条
）。
罰
則
も
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

次
の
２
案
を
示
し
た
。

（
案
１
）
無
償
割
当
の
排
出
枠
は
、
制

度
対
象
事
業
者
の
排
出
枠
の
保
有

義
務
と
一
体
と
し
て
付
与
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
資
産
を

認
識
し
な
い
。

（
案
２
）
無
償
割
当
の
排
出
枠
は
、
市

場
取
引
で
の
売
却
に
よ
り
換
金
可

能
で
あ
る
こ
と
か
ら
資
産
を
認
識

す
る
も
の
の
、
無
償
で
取
得
し
て

い
る
た
め
、
取
得
原
価
で
あ
る
ゼ

ロ
で
測
定
す
る
。

こ
の
う
ち
事
務
局
は
案
１
を
提
案

し
た
。
専
門
委
員
か
ら
は
、「
付
与

さ
れ
た
時
点
で
資
産
を
認
識
し
な

い
、
と
整
理
し
て
し
ま
う
と
、
売
却

や
事
後
の
認
識
を
す
る
考
え
方
が
難

し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
」、「
取

得
原
価
ベ
ー
ス
で
整
理
し
た
ほ
う

が
、
ど
の
時
点
で
資
産
と
し
て
認
識

す
る
の
か
等
、
論
点
が
整
理
し
や
す

い
の
で
は
」
な
ど
案
２
を
支
持
す
る

意
見
が
聞
か
れ
た
。

購
入
し
た
排
出
枠
の
事
後
の
測
定

排
出
枠
を
事
業
投
資
と
し
て
会
計

処
理
す
る
場
合
、
事
前
に
期
待
さ
れ

る
成
果
が
、
時
価
の
変
動
と
い
う
よ

り
も
そ
の
後
に
生
ず
る
資
金
の
獲
得

で
あ
る
た
め
、
事
後
の
測
定
に
つ
い

て
も
そ
の
事
実
が
生
じ
る
ま
で
は
時

価
に
基
づ
く
評
価
替
え
は
行
わ
な
い

こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
排
出
枠
は
無

形
資
産
に
つ
き
物
理
的
な
劣
化
が
な

い
た
め
、
減
価
償
却
を
行
わ
な
い
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
事
業
用
の
固
定

資
産
の
減
損
や
通
常
の
販
売
目
的
で

保
有
す
る
棚
卸
資
産
の
簿
価
切
下
げ

を
要
求
す
る
他
の
会
計
基
準
と
の
整

合
性
の
観
点
か
ら
、
事
業
投
資
で

あ
っ
て
も
排
出
枠
の
市
場
価
格
が
一

定
程
度
下
落
し
た
場
合
の
帳
簿
価
額

の
減
額
に
つ
い
て
、
事
務
局
は
次
の

２
案
を
示
し
た
。

（
案
１
）
制
度
対
象
事
業
者
が
事
業
投

資
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
を
前
提

と
す
れ
ば
、
保
有
す
る
排
出
枠
は

換
金
さ
れ
ず
、
制
度
上
定
め
ら
れ

た
排
出
枠
の
保
有
義
務
の
充
足
に

用
い
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
市
場

価
格
が
一
定
程
度
下
落
し
た
場
合

で
も
帳
簿
価
額
の
減
額
は
不
要
で

あ
る
。

（
案
２
）
制
度
対
象
事
業
者
が
事
業
投

資
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
も
、
排
出
枠
の
市
場
価
額

が
一
定
程
度
下
落
し
た
場
合
に
は
、

保
有
す
る
排
出
枠
の
帳
簿
価
額
を

減
額
す
る
。

こ
の
う
ち
事
務
局
は
案
１
を
提
案

し
、
専
門
委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か

れ
た
。
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譲
受
人
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
場
合
の
金
融
資
産

の
消
滅
範
囲
の
明
確
化
、議
論
大
詰
め

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

去
る
２
月
２
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
２
４
９
回
金
融
商
品

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
専
門
委
員
会
・
第
５
６
８
回

親
委
員
会
（
２
０
２
６
年
２
月
10
日

号
（
№
１
７
６
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
「
譲
受
人

が
特
別
目
的
会
社
で
あ
る
場
合
の
金

融
資
産
の
消
滅
範
囲
の
明
確
化
」
に

つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た
。

主
な
検
討
内
容
は
次
の
と
お
り
。

適
用
時
期
・
経
過
措
置

⑴　
適
用
時
期

事
務
局
よ
り
、
最
終
基
準
の
公
表

日
以
後
最
初
に
到
来
す
る
４
月
１
日

以
後
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
お
よ

び
事
業
年
度
の
期
首
以
後
実
施
さ
れ

る
金
融
資
産
の
譲
渡
か
ら
適
用
す
る

案
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
早
期
適
用
に
つ
い
て
は
、

で
き
る
限
り
速
や
か
に
適
用
可
能
と

す
る
こ
と
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
次
の

２
案
が
示
さ
れ
た
。

（
案
１
）
公
表
日
以
後
実
施
さ
れ
る
金

融
資
産
の
譲
渡
か
ら
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
案
２
）
２
０
Ｘ
Ｘ
年
４
月
１
日
（
原

則
的
な
適
用
日
の
１
年
前
の
４
月

１
日
を
想
定
）
以
後
開
始
す
る
連

結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の

期
首
以
後
実
施
さ
れ
る
金
融
資
産

の
譲
渡
か
ら
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

⑵　
経
過
措
置

適
用
初
年
度
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
会
計
処
理
と
異
な
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
は
、
会
計
基
準
等
の
改
正
に

伴
う
会
計
方
針
の
変
更
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
と
し
、
適
用
前
に
実
施
さ

れ
た
金
融
資
産
の
譲
渡
の
会
計
処
理

に
つ
い
て
は
、
適
用
日
に
お
け
る
会
計

処
理
の
見
直
し
お
よ
び
遡
及
的
な
処

理
を
行
わ
な
い
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

連
結
会
計
基
準
の
見
直
し

前
回
専
門
委
員
会
で
は
他
基
準
修

正
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
今

回
、
会
計
基
準
の
改
正
と
し
て
再
提

案
さ
れ
た
。
具
体
的
な
内
容
は
次
の

と
お
り
。

・
連
結
会
計
基
準
７
―
２
項
に
お
い

て
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
対
す
る
融
資
者
を

Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
対
す
る
投
資
者
と
同
様

に
取
り
扱
う
こ
と
を
示
す
。
見
直

し
に
あ
た
っ
て
は
、
同
様
の
内
容

を
定
め
て
い
る
財
務
諸
表
等
規
則

の
表
現
を
用
い
る
。

・
強
制
適
用
は
、
最
終
基
準
の
公
表

日
以
後
最
初
に
到
来
す
る
４
月
１

日
以
後
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度

の
期
首
か
ら
と
す
る
。

・
早
期
適
用
は
、
最
終
基
準
の
強
制

適
用
日
の
１
年
前
の
４
月
１
日
以

後
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
の
期

首
か
ら
可
能
と
す
る
。

・
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
遡
及
適

用
は
求
め
ず
、
将
来
に
わ
た
っ
て

適
用
す
る
。

金
融
商
品
会
計
基
準
案
・
金
融
商

品
実
務
指
針
案
の
文
案

前
回
聞
か
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
、

金
融
商
品
会
計
基
準
お
よ
び
金
融
商

品
実
務
指
針
の
改
正
案
の
修
正
文
案

が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
の
意
見

専
門
委
員
か
ら
は
、
特
段
異
論
は

聞
か
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
早
期

適
用
に
つ
い
て
は
案
２
を
支
持
」
と

の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

＊

事
務
局
か
ら
は
、
専
門
委
員
会
で

の
審
議
は
こ
れ
で
終
了
し
、
次
回
親

委
員
会
に
諮
っ
て
異
論
が
な
け
れ

ば
、
早
め
に
公
開
草
案
を
公
表
し
た

い
旨
が
示
さ
れ
た
。

グループ監査での重要な虚偽表示リスク評価

グループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し評
価するプロセスは、反復的かつ累積的であり、特に構成単
位の事業活動が複雑もしくは専門化している場合または
複数拠点にわたって多数の構成単位が存在している場合
に難しくなることがある。
グループ監査人は、潜在的な重要な虚偽表示リスクに関

して暫定的な識別を行い、グループおよびグループ環境な
らびに適用される財務報告の枠組みおよびグループの内
部統制システムに対する理解に基づいて、グループ財務諸
表の重要な取引種類、勘定残高または注記事項を暫定的
に識別する。
潜在的に重要な虚偽表示リスクの暫定的な識別におい

ては、その企業または事業単位を含むグループおよび事業
活動を行っている環境や業界に関する、監査人の理解を考
慮する。グループ監査人は、暫定的な識別に基づいて構成
単位の監査人をリスク評価手続に関与させることが多い。

販売用不動産等の正味売却価額の算定方法

販売用不動産等の正味売却価額の算定方法は１つでは
なく、土地については、その価格形成の特殊性を考慮すれ
ば、複数の算定方法のなかから特定の１つの方法を選択す
ることになり、画一的にすべての土地に対して同一の算定
方法を適用することには限界がある。したがって、個別物件
ごとに算定することが適当であり、監査人は、会社が最も
適切と判断する方法を選択して合理的に算定していると認
めた場合は、妥当な算定方法と認めるものとする。
特定の販売用不動産等に対する正味売却差額の算定方

法は、毎期継続して適用し、評価のための前提条件に変更
がない限り前年度と同一の算定方法を用いる必要がある。
なお、評価に影響を与えるような事象または状況に変化に
起因して正味売却価額の算定方法を変更したり、より正確
な正味売却価額の算定を意図して変更することに合理的
な理由が認められる場合には、監査上妥当なものとして取
り扱うことができるものとする。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2026年
1月26日

新規上場会社等の会
計不正事例を踏まえ
た監査上の対応につ
いて（通知）

JICPA

昨今の新規上場会社等の財務諸表における不正事例等の発生を受け、監査実施状況について
調査および審査を行い、監査の社会的信頼性を維持向上させるため、最近の新規上場会社等の
会計不正事例を踏まえて、監査業務実施上の留意事項をあらためてまとめたもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20260126kja.html　

2026年
1月30日

「法人税基本通達の
一部改正について」
（法令解釈通達）

国税庁

令和７年度の法人税関係法令等の改正で、グローバル・ミニマム課税における各対象会計年
度の国際最低課税残余額に対する法人税（UTPR）および各対象会計年度の国内最低課税額に
対する法人税（QDMTT）が創設されたことに対応し、所要の整備を図ったもの。UTPRにおけ
る構成会社等の従業員その他これに類する者の範囲、QDMTTにおける国内調整後対象租税
額に含まれる利益の配当に係る被配分当期対象租税額等の新設等が行われている。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2601xx/index.htm　

同
床
異
夢
の
次
期
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
と

米
大
統
領

金
　
　
融

「
高
市
ト
レ
ー
ド
」は
新
段
階
へ

突
入
か
？

証
　
　
券

ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は
１
月
30

日
、
次
期
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
議
長
に
ケ
ビ
ン
・
ウ
ォ
ー

シ
ュ
氏
を
指
名
す
る
と
発
表
し
た
。

ウ
ォ
ー
シ
ュ
氏
は
、
２
０
０
２
年
ま

で
は
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
に
お

い
て
役
員
を
務
め
る
な
ど
民
間
部
門

で
活
躍
し
た
が
、
２
０
０
２
年
に

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
大
統
領
特
別
補
佐

官
・
国
家
経
済
会
議
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
）
事

務
局
長
に
、
さ
ら
に
２
０
０
６
年
に

は
当
時
史
上
最
年
少
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
理
事

に
就
任
し
た
。
２
０
１
１
年
ま
で
の

Ｆ
Ｒ
Ｂ
理
事
の
任
期
中
、
リ
ー
マ
ン

危
機
対
応
を
含
む
数
々
の
米
金
融
政

策
に
携
わ
っ
た
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
理
事
辞
任

後
は
、
民
間
企
業
や
研
究
所
で
の
活

動
が
続
い
て
い
る
が
、こ
れ
ま
で
も
、

た
び
た
び
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
候
補
と
し
て

名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。

本
来
の
考
え
方
は
タ
カ
派
で
あ

り
、
Ｑ
Ｅ
（
量
的
緩
和
）
に
よ
る
マ

ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
拡
大
が
中
長
期
の

イ
ン
フ
レ
リ
ス
ク
を
招
く
な
ど
、
行

き
過
ぎ
た
緩
和
策
に
は
批
判
的
で

あ
っ
た
。
た
だ
こ
こ
１
、２
年
は
、

Ａ
Ｉ
関
連
の
投
資
な
ど
成
長
を
加
速

す
る
要
因
は
あ
っ
て
も
、
生
産
性
向

上
か
ら
イ
ン
フ
レ
懸
念
に
は
つ
な
が

ら
ず
に
利
下
げ
余
地
は
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。

ま
た
ト
ラ
ン
プ
関
税
に
つ
い
て

も
、
イ
ン
フ
レ
要
因
と
は
な
ら
な
い

と
主
張
し
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
経

済
政
策
を
容
認
す
る
姿
勢
も
み
せ
て

い
る
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
拡
張
政
策
に
は
否
定
的
で

あ
り
、
も
と
も
と
基
本
に
あ
る
の
は

イ
ン
フ
レ
抑
制
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
中
央
銀

行
と
し
て
の
信
認
維
持
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
仮
に
ウ
ォ
ー
シ
ュ
氏
が

パ
ウ
エ
ル
議
長
の
後
任
に
就
任
し
て

も
、
経
済
デ
ー
タ
次
第
で
は
、
特
に

需
要
牽
引
型
よ
り
も
コ
ス
ト
押
上
げ

型
の
成
長
の
色
合
い
が
強
く
な
れ

ば
、
利
下
げ
そ
の
も
の
も
で
き
な
く

な
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
ト
ラ

ン
プ
大
統
領
の
思
惑
が
外
れ
る
可
能

性
も
皆
無
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

純
粋
な
経
済
政
策
論
議
だ
け
で
は
な

く
、
政
治
的
な
駆
け
引
き
も
水
面
下

で
は
行
わ
れ
る
公
算
も
大
き
い
た

め
、
一
概
に
決
め
打
ち
が
で
き
る
話

で
は
な
い
。
し
か
し
、
経
済
・
金
融

市
場
は
、
そ
れ
を
ど
の
程
度
織
り
込

む
か
が
、
今
後
の
市
場
変
動
の
行
方

を
決
め
る
鍵
に
な
る
。

１
月
下
旬
、
高
市
首
相
の
衆
議
院

解
散
・
総
選
挙
実
施
と
い
う
決
断
に

よ
っ
て
、
株
式
市
場
は
選
挙
一
色
の

展
開
と
な
っ
た
。
通
常
、
総
選
挙
は

株
式
市
場
に
と
っ
て
、
政
治
要
因
と

し
て
そ
の
影
響
が
熱
心
に
議
論
さ
れ

る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
は
実
際

の
影
響
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。

し
か
し
、
今
回
の
総
選
挙
で
は
直

前
に
連
立
政
権
の
政
党
の
組
み
合
せ

が
変
化
し
、
野
党
第
一
党
の
立
憲
民

主
党
と
連
立
政
権
か
ら
離
脱
し
た
公

明
党
が
統
合
し
て
中
道
改
革
連
合
と

い
う
新
政
党
を
結
成
す
る
、
と
い
う

激
震
が
発
生
し
た
。
こ
れ
が
有
権
者

の
投
票
行
動
を
ど
う
変
え
る
か
予
想

が
つ
か
な
い
、
と
い
う
見
方
が
多
く

な
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
政
党
が

消
費
税
減
税
・
廃
止
を
掲
げ
、
高
市

首
相
の
「
責
任
あ
る
積
極
財
政
」
と

い
う
看
板
政
策
と
の
対
決
姿
勢
を
強

め
て
お
り
、
今
回
の
選
挙
結
果
は
株

式
市
場
に
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な

い
か
、と
い
う
声
が
強
ま
っ
て
き
た
。

さ
て
選
挙
運
動
が
始
ま
り
、
次
々

と
世
論
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

２
月
頭
ま
で
の
調
査
で
は
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
連
立
与
党
、
特
に
自
民
党

の
好
調
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
ま
ま

行
け
ば
、
よ
ほ
ど
の
悪
材
料
が
発
生

し
な
い
限
り
「
選
挙
に
よ
っ
て
国
民

か
ら
直
接
信
頼
を
得
る
」
と
い
う
首

相
の
意
図
は
実
現
さ
れ
、
政
策
推
進

に
拍
車
が
か
か
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
展
望
は
、
当
然
株
価

に
は
プ
ラ
ス
に
働
こ
う
。
日
経
平

均
は
総
選
挙
が
浮
上
し
て
か
ら
一

進
一
退
で
推
移
し
、
今
年
の
高
値

５
４
、３
４
１
円
（
史
上
最
高
値
）

は
１
月
14
日
に
記
録
さ
れ
た
。
総
選

挙
を
契
機
に
「
高
市
ト
レ
ー
ド
」
の

新
段
階
が
幕
を
開
け
る
か
も
し
れ
な

い
。た

だ
総
選
挙
に
勝
利
し
た
高
市
首

相
の
前
途
は
バ
ラ
色
の
み
で
は
な

い
。
首
相
の
掲
げ
る
「
責
任
あ
る
積

極
財
政
」
は
、
証
券
市
場
か
ら
警
戒

感
を
も
っ
て
注
視
さ
れ
て
き
た
。
積

極
財
政
は
債
券
（
国
債
）
の
巨
額
発

行
に
つ
な
が
り
、
長
期
金
利
の
大
幅

な
上
昇
を
も
た
ら
す
。
金
利
上
昇
は

本
来
、
為
替
相
場
を
円
高
へ
導
く
は

ず
だ
が
、
国
債
の
重
圧
が
円
の
価
値

を
下
落
さ
せ
、結
果
と
し
て
債
券
安
、

円
安
、株
安
の
ト
リ
プ
ル
安
と
い
う
、

理
論
的
に
は
矛
盾
し
た
展
開
に
な
る

こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。


